
 

 

利益相反管理方針 

 

ビットトレード株式会社（以下「当社」といいます。）は、暗号資産交換業者に関する内閣

府令第 23条第２項第３号の規定に従い、お客様の利益の保護を目的とし、当社が行う暗号

資産関連取引に伴いお客様の利益を不当に害するおそれのある取引（以下「利益相反のおそ

れのある取引」といいます。）を特定・類型化し適切に管理する体制を整備しております。

利益相反管理方針（以下「本方針」といいます。）は、当社の利益相反取引の管理体制の概

要を記載しております。 

 

１．利益相反のおそれのある取引の特定・類型化 

当社は、お客様の利益が不当に害されることがないよう、以下の取引類型に基づき利

益相反のおそれがある取引をあらかじめ特定・類型化しています。なお、類型の追

加・変更は必要に応じて随時行います。 

 

区分 類型 

当社又は当社グループとお客様と

の利益相反 

当社又は当社グループがお客様との取引に関す

る情報、お客様の非公開情報等を利用し、自己

の利益を得るための取引を行う場合（情報利用

型） 

当社又は当社グループがお客様と相対して取引

を行う場合（自己代理型） 

当社又は当社グループが同一取引に複数の立場

で関与することにより、通常の取引と同様の条

件の取引が期待できない場合（取引の内部化

型） 

顧客の犠牲により、当社又は当社グループが経

済的利益を得るか又は経済的損失を避ける可能

性がある場合（忠実義務型） 

当社のお客様相互間の利益相反 当社グループにおいて、お客様間の利害が競合

する取引を行う場合（競合取引型） 

 

２．利益相反の管理方法 

管理対象となる取引の管理は、以下の方法を選択し又は適宜組み合わせることにより

行います。 

（１）利益相反のおそれのある取引を行う部署（会社）を他の部署（会社）から分離

する方法 



 

 

（２）利益相反のおそれのある取引の一方または双方の条件又は方法を変更する方法 

（３）利益相反のおそれのある取引の一方を中止する方法 

（４）対象取引に伴い、利益相反のおそれがあることをお客様に適切に開示する又は

お客様より同意をとる方法 

（５）その他対象取引を適切に管理する方法 

 

３．利益相反の管理体制 

（１）利益相反管理統括部署の設置 

当社では、法令上利益相反管理体制整備義務を負う会社に利益相反を管理・統

括する部署を設置し、利益相反を一元的に管理いたします。また、利益相反の

管理に関する法令その他の規範を遵守し、態勢整備を継続的に行います。 

（２）利益相反のおそれのある取引の管理の記録及び保存、モニタリング 

当社では、利益相反のおそれのある取引の特定、管理方法等を記録した記録簿を

参考資料とともに保存し、管理方法が適切に実施されているかについて適切に

モニタリングを行います。 

（３）内部監査室による内部監査 

当社では、利益相反管理統括部署並びに利益相反管理に係る人的構成及び業務

運営体制について、内部監査規程に基づき、内部監査室にて定期的又は必要に応

じて検証を行います。 

 

４．利益相反管理の対象となる会社の範囲 

当社では、当社および以下に該当する当社のグループ各社と行う取引を管理の対象と

します。 

（１）当社の親会社等 

（２）当社の子会社等 

（３）その他、当社の利益相反管理統括部署が利益相反管理の観点から管理対象に含

める必要があると判断したグループ会社 

なお、上記利益相反管理の対象となる会社の範囲については、適時に見直しを行いま

す。 
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